
自衛隊国民監視活動差止め等請求訴訟 

第４陣提訴 記者会見用資料 
２００９年２月２３日 

１ 訴訟の内容（別紙参照） 
  原告 ３１名（下記参照） 
  被告 国 
  請求内容 ① 監視行為の差止め 
       ② 国家賠償（慰謝料請求各自１００万円） 
 
２ この間の経緯 

第１陣訴訟 ２００７年１０月５日提訴 原告４名（いずれも仙台市在住） 
  第２陣訴訟 ２００８年３月１２日提訴 原告２２名 
        （仙台市１２名、大崎市２名、名取市２名、多賀城市１名、大河

原町２名、柴田町２名、村田町１名） 
  第３陣訴訟 ２００８年１０月１５日提訴 原告２９名 

（仙台市１８名、岩沼市５名、塩釜市３名、多賀城市２名、、名

取市１名） 
  第４陣訴訟 本日（２００９年２月２３日）提訴 
        （仙台市１７名、多賀城市２名、名取市１名、大崎市１名、石巻

市１名、亘理町１名、七ヶ浜町１名、秋田県１名（秋田市）、

山形県５名（山形市２名、河北町２名、天童市１名）、福島県

１名（郡山市） 
 以上合計８６名 

 宮城県 ７９名 
仙台市５１名、岩沼市５名、多賀城市５名、名取市４名、塩釜市３名、

大崎市３名、石巻市１名、大河原町２名、柴田町２名、村田町１名、亘理

町１名、七ヶ浜町１名） 
   秋田県 １名 
   山形県 ５名 
   福島県 １名 
 現在、第１陣～第３陣訴訟は併合され、仙台地裁第二民事部で審理中。 
 
３ 被告国の対応 
  内部文書の作成の認否を拒否するという異常な対応 
  裁判所は、具体的主張・立証に入ると訴訟指揮し、現在、原告が責任論・損害

論の具体的主張・立証を行なっている。 
 
４ 今後の日程 
 本日２月２３日午後４時１５分（弁論）→その後裁判報告集会（弁護士会館４階） 


